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開 催 日 時 平成 25 年 2 月 5 日（火） 午前 10 時  （午前 10 時 55 分終了） 

開 催 場 所 江東区役所３階 区議会全員協議会室 

議   題 江東区景観計画の改定について 

会議進行の 

概   要 

１ 開 会 

２ 報 告 

３ 閉 会 

 

出 席 者 (敬称略・順不同) 
 

苦瀬 博仁、篠崎 道彦、松本 みどり、榎本 雄一、若林 しげる、竹田 

将英、小嶋 和芳、髙村 きよみ、きくち 幸江、板津 道也、甚野 ゆず

る、角田 瑞彦、伊勢 松男、竹口 友章、岩崎 孝一、三輪 さおり、岡

本 一惠、植村 幸夫 

傍 聴 人 1 名 

配 布 資 料 

江東区景観計画深川門前仲町景観重点地区（案）、 江東区景観計画亀戸景

観重点地区（案）、江東区景観計画（案） 

審 議 経 過 報告事項であるため、採決はないが、了承された。 
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午前10時00分開会 

○会長       定刻になりましたので始めさせていただきたいと思います。委

員の皆様には、何かとご多忙のところ、本審議会にご出席いた

だきまして、ありがとうございます。 

 それでは、ただいまより、第１２８回江東区都市計画審議会

を開会させていただきます。 

 なお、本日は、委員の２分の１以上の出席が認められます。

何人かの方がご欠席者でございますが、本審議会は定足数に達

しておりますことをご報告申し上げます。 

 それでは、本日の欠席者及び傍聴者について、事務局よりご

報告をお願いいたします。 

○事務局（都市計画課長） 本日の欠席の皆さんでございます。島田委員、大森委員、

上原委員、唐川委員、以上４名の方から欠席のご連絡をちょう

だいしてございます。 

 続きまして、本日の傍聴者でございますけれども、本日は傍

聴者が１名おいでになります。 

 以上でございます。 

○会長       ご報告ありがとうございました。 

 それでは、本日の案件は、報告事項「江東区景観計画の改定

について」の１件のみでございます。景観計画は、その内容が

都市計画にも関係する場合もあることから、景観法第９条２項

及び８項で、その策定及び変更に当たり、都市計画審議会の意

見を聞くことになっております。今回は改定とのことで、変更

に当たりますので、皆様方にご意見をお伺いするものでござい

ます。 

 それでは、「江東区景観計画の改定について」を事務局から

ご説明をお願いいたします。 

○事務局（都市計画課長） それでは、景観計画の改定について、ご説明申し上げま

す。 

 現行の景観計画は、平成２１年３月に作成したものでござい

ますが、計画の中で、景観重点地区として、万年橋周辺を深川

万年橋景観重点地区と定めてございます。今回、新たに景観重

点地区を指定するため、地域住民の代表の皆様や、学識経験者
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で構成されている都市景観専門委員会の皆様のご尽力を得なが

ら、平成２３年度と平成２４年度の２カ年をかけまして、区と

一緒に、亀戸と深川門前仲町の２地区で検討を進めてきたとこ

ろでございます。つきましては、現行の景観計画に新たな景観

重点地区を加えるとともに、現行の景観計画の基本的な考え方

は変更いたしませんが、現行計画の内容についても一部時点修

正や文言整理を行い、景観計画の改定としてお示しし、ご意見

をお伺いするものでございます。したがいまして、説明させて

いただきます内容は、新たに景観重点地区として指定を考えて

いる２地区についてでございますので、ご了承いただきたいと

存じます。 

 それでは、お手元に、亀戸景観重点地区の資料と深川門前仲

町景観重点地区の資料があると存じますが、この内容をまとめ

まして、スクリーンのほうで説明させていただきますので、よ

ろしくお願いいたします。 

 では、恐縮ですが、スクリーンをごらんいただきたいと存じ

ます。 

 まずは、ご承知のことと存じますが、景観とはということで

ございます。景色、風情といった景と、眺めること、観という

人の行為との組み合わせで、人の視点で眺める景色といったと

ころでございますが、区といたしましては、魅力ある美しい地

域づくりと認識し、景観行政に当たってございます。景観づく

りの主役は、そこに住む地域住民の皆様であり、地域の皆様が

誇れるようなまちなみ、景観づくりが重要と考えてございます。 

 江東区の景観施策の変遷でございますが、平成２年度に学識

経験者から成る都市景観懇談会を皮切りに、平成１０年度に都

市景観条例を策定し、平成１９年度には景観重点地区の第１号

となる深川萬年橋景観重点地区を指定し、翌年度には景観行政

団体となると同時に景観計画を作成したところでございます。 

 一番下になりますけれども、予定として記載させていただき

ましたが、平成２５年４月１日に新たな景観重点地区の指定と

いうことで考えてございます。 

 景観重点地区の指定の検討経緯でございます。 
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 まず、景観重点地区についてでございますが、江東区の特色

をあらわしたまちなみを形成している地域、今後の都市景観を

創造していく地域などを重点的に景観の誘導や保全を図るとし

て指定するもので、江東区全体を良好な景観とするための起点

となる地区と考えてございます。 

 検討を重ねてまいりました体制でございますが、概念図のと

おりでございますけれども、冒頭の繰り返しになりますが、地

域代表の皆様に参画いただき、ワークショップ形式でみんなで

意見を出し合い、積み上げていき、それを都市景観専門委員会

の意見を踏まえ、都と協議の上、策定するものでございます。

言いかえれば、区民の皆様と行政の共同作業により策定するも

のでございます。 

 それでは、両地区の具体的な景観重点地区の指定範囲と、建

築物等を建築する際の基準等の説明をさせていただきますが、

その前に、これからの説明の中で、「地区」、「地域」、「エ

リア」という言葉が頻繁に出てまいります。用語の使い分けを

説明させていただきます。 

 まず、「地区」でございますが、冒頭に説明させていただき

ましたとおり、二つの重点地区全体を示すものでございます。

次に、「区域」でございますが、地区の中で、景観方針に基づ

き、基準を定め、景観づくりを誘導するところでございます。

次に、「エリア」でございますが、区域を特色の違うエリアご

とに区分し、景観基準により景観づくりを誘導するというとこ

ろでございます。地区の中に区域があり、区域の中にエリアが

あるということで、基準を定めてございます。 

 それでは、亀戸景観重点地区から説明させていただきます。 

 まず、亀戸地区の指定に当たっての背景でございますが、亀

戸天神社、亀戸香取神社など、歴史的な資源とともに、水辺と

緑豊かな空間がございます。こうした景観資源を守り、後世に

継承していくことが重要と考えてございます。 

 指定する区域でございますが、（１）の亀戸３丁目周辺区域

から（５）の旧中川沿い区域ということで、五つの区域を色分

けしてお示ししてございます。 
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 目標でございますが、「水辺に和む『福』都心」を掲げてご

ざいます。 

 基本方針でございますが、亀戸３丁目周辺区域では「亀戸を

伝える」とし、地域ごとに基本方針を定めまして、亀戸全体の

良好な景観形成を目指すものでございます。 

 景観形成の基準でございます。歴史・文化的資源など、５項

目を定めまして、それぞれの形成すべき基準を定めてございま

す。 

 まず、亀戸３丁目周辺区域でございますが、先ほど説明させ

ていただきましたとおり、区域の中にエリアを定めてございま

して、色分けし、各エリアを示してございます。 

 区域全体の共通基準として、事項ごとに配慮基準等を示して

ございます。例えば、歴史・文化的資源という事項での基準で

は、「歴史・文化的資源の周辺は、それらと調和し、その雰囲

気を妨げないように配慮する」としてございます。 

 以下、エリアごとに基準を定めまして、景観の誘導等を図る

ものでございます。 

 以降、誘導を図る事項や基準の表現はほぼ同様でございます

ので、各区域の範囲を拡大した図面を示させていただきます。 

 各図面ですが、淡い配色としてしまいましたので、区分した

線が見づらく、恐縮でございます。 

 まず、明治通り沿い区域でございます。亀戸駅前を中心に、

五之橋と浅草通りを結ぶ、明治通り沿いを指定してございます。

個性的な店舗が連続し、三代豊国五渡亭園などのほか、本年３

月には亀戸梅屋敷が開設いたします。 

 横十間川側沿い区域でございます。亀戸地区の東側にかかる

水辺と、文泉公園周辺を指定してございます。龍眼寺や亀戸水

上公園などがございます。 

 北十間川沿い区域でございます。横十間川と旧中川を結ぶ水

辺で、多くのビュースポットがございます。 

 旧中川沿い区域でございます。亀戸中央公園と一体となった、

水と緑の豊かな親水空間で、逆井の渡し跡の記念碑などがござ

います。 
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 亀戸景観重点地区の説明は以上でございます。 

 続きまして、深川門前仲町景観重点地区についてでございま

す。 

 背景でございますが、本地区は、埋め立てと河川等を利用し

た、水運の歴史とともに、富岡八幡宮や深川不動堂を中心とし

た、下町文化がございます。亀戸地区と同様でございますが、

こうした景観資源を守り、後世に継承していくことが重要と考

えてございます。 

 指定する区域でございますが、（１）の富岡八幡宮・深川不

動堂周辺から（４）の越中島周辺区域ということで、四つの区

域を色分けしてお示ししてございます。 

 目標でございますが、「水辺がつなぐ深川気風」を掲げてご

ざいます。 

 基本方針でございますが、富岡八幡宮・深川不動堂周辺地域

では、「深川情緒」とし、地域ごとに基本方針を定めまして、

深川門前仲町地区全体の良好な景観の形成を目指すものでござ

います。 

 景観形成の基準でございます。亀戸と同様でございますけれ

ども、歴史・文化的資源など、５項目を定めまして、それぞれ

の形成すべき基準を定めてございます。 

 まず、富岡八幡宮・深川不動堂周辺区域でございますが、先

ほど説明させていただきましたとおり、区域の中にエリアを定

めてございまして、色分けし、各エリアを示してございます。 

 区域全体の共通基準として、事項ごとに配慮基準等を示して

ございます。例えば、歴史・文化的資源という事項での基準で

は、「富岡八幡宮や深川不動堂を核として、歴史・文化的資源

をつなぐネットワークの構築や魅力あるまちづくりを行う」、

「歴史・文化的資源の周辺は、それらと調和し、その雰囲気を

妨げないよう配慮する」としてございます。 

 以下、エリアごとに基準を定めまして、景観の誘導等を図る

ものでございます。 

 以降、誘導を図る事項や基準の表現はほぼ同様でございます

ので、亀戸と同様に、各区域の範囲を拡大した図面を示させて
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いただきます。 

 大横川沿い区域でございます。東富橋など、震災復興橋梁を

初め、歴史的背景を知ることのできる特徴的な橋や、越中島公

園、永代公園など、開放感のある空間がございます。 

 佐賀町河岸通り・隅田川沿い区域でございます。貴重な歴史

的近代建築が多く点在するとともに、隅田川の雄大な流れを望

むことができます。 

 越中島周辺区域でございます。東京海洋大学を中心に、歴史

を物語る建築物と、緑豊かな並木道がつながってございます。 

 深川門前仲町景観重点地区の説明は以上でございます。 

 次に、景観重点地区指定区域で必要となる行政手続を簡単に

説明させていただきます。フロー図でお示ししてございますが、

今後は建築物の増改築等については、今回の基準に従い、計画

をおつくりいただき、全て区にその計画を届け出ていただくこ

とになります。 

 景観重要公共施設について、説明させていただきます。これ

は行政に係るものでございますが、道路、公園など、公共施設

のうち、良好な景観形成に重要であると認められるものを指定

するものでございます。 

 亀戸地区では、①の横十間川ほか、４カ所の指定を考えてご

ざいます。 

 こちらが深川門前仲町地区でございます。①の大横川ほか、

３カ所の指定を考えてございます。 

 なお、亀戸地区も同様でございますが、現在、都と協議中で

ございます。 

 景観形成区民団体の説明をさせていただきます。これは、よ

りよい景観形成を目的として活動する区民組織でございます。

景観重点地区の指定に向けたワークショップに参加された方々

や、町会・自治会長の方々などを構成員として、両地区での本

団体が発足する予定となってございまして、内諾を得ているも

のでございます。みんなでつくる景観を実践する団体というこ

とでございます。 

 最後になりますが、景観重点地区は指定して終わりではござ
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いません。まさにまちづくりの始まりでございます。区といた

しましても、地域の皆様と一緒に、重点地区を起点として、江

東区全体をより魅力ある都市としてつくり上げていきたいと考

えてございますので、よろしくお願いいたします。 

 説明は以上でございます。 

○会長       説明ありがとうございました。 

 ただいまの事務局からのご説明について、ご質問、ご意見が

ありましたら、ご発言をお願いいたします。いかがでございま

しょうか。 

○委員       おはようございます。 

 今回、景観計画の中で、重点地区、亀戸と仲町ということで

指定されるわけですけれども、今、お正月が過ぎて、きのう、

立春だったわけですけれども、両地区ともに七福神めぐりとい

うのがありまして、平日でもかなり区外から、特に高齢者の方

の団体がお参りされている風景をよく見るんですけれども、こ

の七福神に代表されるように、本区はかけがえのない歴史とか

文化を継承する、いろいろな建物等がございまして、また、一

方では、水彩都市と言われるように、水・緑に恵まれた河川を

抱えているということが本区の特徴であると思います。 

 この亀戸と深川門前仲町を景観重点地区にするということは、

基本的には賛成でありますけれども、今のご説明を聞いていま

すと、重点地区に指定するのはいいのですが、では、行政は一

体何をするのか。今、最後にご説明があったように、この地区

で、このエリアで建物の増改築をするときには届け出をすると

いうことでありますけれども、これに対して、具体的に行政は

どういう指導を行っていくのか。 

 例えば、色彩、それから、形状も含めて、その雰囲気にそぐ

わないと言いますか、先ほどもちょっと出ておりましたけれど

も、配慮するとか、いろいろと基準が示されておりますけれど

も、配慮していないような建築物に対しては、具体的にはどう

いう指導を行って、例えば、罰則なんかがあるのかどうか。も

し、そういう区の指導を無視して、建物を強行的に直したりし

た場合に、そういう場合に、例えば、罰則なんていうのはどう
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いうものが考えられるのか。 

 つまり、先ほど、民間と協働して、行政もこの景観重点地区

を中心に進めていくんだということなんですけれども、行政の

役割が本当にどういうものなのかというのが、ちょっと我々に

してみればわからない部分もあるので、その辺を説明していた

だきたいと思います。 

○会長       では、事務局、いかがでしょうか。 

○事務局（都市計画課長） ご質問にお答えいたします。 

 まず、罰則でございますけれども、私どもは、まず、この景

観計画自体、景観法に基づき計画を策定させていただいている

ものでございます。したがいまして、もし、基準に従わず、建

築されたということでございますと、この景観法に抵触すると

いうことになりますので、１年以下の懲役、又は、５０万円以

下の罰金というような、告発というような手順を踏んでのこと

にはなりますけれども、罰則というものはございます。 

 ただし、私どもは、まちづくりというのは区民の皆さんの理

解と協力、やはり一緒になってつくり上げていくものだと、こ

んなふうに考えてございますので、余りそういう形では対応を

考えておりません。現在お示しさせていただいている基準に沿

ってご努力いただくということで、お願いしていく考え方でご

ざいます。 

 次に、行政の対応というか、行政の役割ということになろう

かと思いますけれども、区といたしましては、当然のことでご

ざいますけれども、道路、公園、こういった公共施設について

は区が担わなければならないものでございますし、商店街の振

興、あるいは観光振興というのは区が積極的に関与して、区民

の皆様とともに充実・発展させる必要があるものと考えてござ

います。 

 地域住民の皆様のご理解とご協力を得まして、この４月には、

先ほども説明いたしましたけれども、景観形成区民団体という

ところが正式に発足していただけますので、区といたしまして

も、そういった団体への支援、それから、意見交換、こういっ

たところを積極的にさせていただきながら、よりよい景観づく
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りということで、全庁一丸となって取り組んでいきたいと、こ

んなふうに考えてございます。 

 以上でございます。 

○委員       ありがとうございました。 

 景観という言葉を聞くと、私が思い出すのは、今から２０年

ほど前、今はなくなりましたが、議員の海外行政視察というの

がありまして、ポルトガルに行きました。平成３年だったと思

うんですけれども。そのときに、ポルトガルというのは、ご承

知のように、昔は海洋王国でありまして、高台からまちなみを

臨んだときに、非常に色が統一されておりました。屋根の色だ

ったと記憶しておるのですけれども。それで、現地のガイドに

お聞きしましたら、こういう配色というのは条例とか法律で定

められているのかと聞いたら、そうではないと。結局、昔から、

それこそ何百年と続いてお住まいになっている方が、お互いの

共通認識として、壁の色とか屋根の色はこの色にしようと。そ

の地方その地方の塗料みたいなものがあるのでしょう。それは

もう自主的にそういう景観づくりをやっているという話を聞い

たことがあります。もう２０年ほど前ですけれども。 

 私がそのときに思ったのは、いかにその手法を行政、地方自

治体なり国なりが景観というものを意識して条例をつくったり

なんかしても、やはり限度がある。そこは基本的には、今の例

にあるように、いわゆる地域・エリアの住民の皆さんの合意と

いうか、協力というか、この辺がベースにあるのではないかと

思います。ただ、そういうところの中で、今現在では、ものの

価値観といいますか、連帯感というか、地域というものの関係

の希薄化がありまして、どうしても住民同士の十分な連帯とい

うものが図れない。そこを助けるのが、私はやはり行政の役割

だというふうに思います。 

 したがって、行政の役割はというふうにお聞きしましたけれ

ども、最後に課長のほうからお話しになりました、この景観形

成区民団体を通じて、しっかりと横の連携がとれるように指導

していただきたいと思います。 

 それから、もう一つ、いわゆる地区のほかに、川沿いの景観
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重点地区ということで、これも大賛成でありまして、水陸両用

バスが３月からスタートしますけれども、去年の社会実験で、

北十間、それから、旧中川、小名木川、横十間川を結ぶ、１０

人乗りくらいの民間会社による船の運航というのも考えられて

いて、スカイツリー着発の船だそうですけれども、私も乗りま

したけれども、船から眺める江東区のまちなみというのも非常

に風情があるといいますか、これは一緒に乗った他区の方が、

こんなに江東区はきれいなんだと、昔に比べてまちなみがきれ

いになったというお話も聞いておりまして、今後、こういった

事業が区内からお客さんを呼ぶ観光資源として機能すればいい

なというふうに思っておりますので、ぜひよろしくお願いいた

します。要望で結構です。 

○会長       ありがとうございました。 

 ほかにご意見、ご質問はございますか。 

○委員       おはようございます。 

 今の○○委員からの話の続きになるかと思いますが、基本的

にはこういう考え方は賛成でありまして、積極的にぜひやって

いただきたいということであります。 

 加えて、今、遊歩道のお話があって、亀戸重点地区は、二、

三、提案でありますが、（１）の北十間川沿い、それと旧中川

の遊歩道の、川をまたぐ、ここのところが、私もよくここを歩

くんですが、川沿いは普通に自然がたくさんあって、どちらも

よろしいのですが、ここをつなぐポイントをちょっと重点的に

景観をよくしていただければ、歩くには最適かなということを

考えております。 

 それから、亀戸地区ということで、ここに書いていないので

すが、川の駅にぜひ東大島を、すぐそばまで来ておりますので、

この重点地区の中にぜひここを、なぜ入れていただけないのか。

これは再検討していただいて、このポイントまではぜひ一括で

加えていただけないかなということでございます。 

 この説明の中に、カヌーを楽しめるとか、花の植栽というこ

ともありますので、本当にすばらしい遊歩道をたくさんの方が

歩いているのをお見かけしますし、ぜひやっていただきたい。
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花の植栽は江戸川区さんのほうで、余り比較したくないのです

けれども、すごく花をきれいに植栽して、遊歩道を上手につく

っておられるのを感じます。私が住んでいる大島から江戸川に

行きますと、花がとても多く咲いているんです。その辺はやは

り両方、右・左、川がきれいに植栽されたり、カヌーが楽しめ

て、すばらしい景観になるように努めていただければありがた

いということです。 

 あと、カヌーを体験されている方が、川の駅が、ちょっと外

れますけれども、そこから出発して、休憩する場所、おりる場

所がない、トイレに行く場所がないということで、ぜひこの中

でポイントにできるようなことであれば、中に加えていただけ

ればありがたいという考えがありますので、ぜひ検討していた

だければありがたいと思います。よろしくお願いいたします。 

○会長       これはご要望でいいですか。 

○委員       要望でいいです。 

○会長       何か事務局からあれば。 

○委員       あれば、どうぞ。全部要望ですけど。 

○事務局（都市計画課長） 今の趣旨は大変よくわかります。わかりますが、１点だ

け、まことに申しわけないのですが、今回のこの計画というの

は、亀戸地区の重点エリアということで一応の線引きをさせて

いただきました。こればかりは、線をどこかに引かなければい

けないというのは行政の仕組みとご理解いただきまして、改め

て検討させていただきます。 

○委員       皆さん、聞いていただいて、皆さん、おかしいと思ったと思う

んです。ぜひここを一つでつながるように、よろしくお願いい

たします。要望です。 

○会長       ということは、都市計画審議会の中でそういう要望があったと

いうことを都市景観専門委員会のほうに伝えていただきたいと

いうことでございます。 

 ありがとうございます。 

○委員       すみません、１点確認なんですけれども、先ほど、罰則という

話がありましたよね。例えば、この景観計画の中の地域で、新

たな建築物、家屋も含めてできると。それは建築確認申請が行
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われるわけですけれども、それで、この地域にそぐわないとな

った場合に、私の記憶が確かならば、罰則の部分の前に建築確

認申請が行われた段階で建築を差しとめることが、たしか条例

に照らしてできたと思うんですけれども、そういう行政指導と

いうのはどうなんですか。 

 たしか、景観条例が改正されたのが今から３年か４年くらい

前だったと思うんです。それに照らし合わせて、建築を、例え

ば、どう考えてもこれは金ぴかで、周りの景観と合わないとい

うようなことが行政のほうで判断されたら、それは建築を差し

とめるという権限が区にあったはずなんですけれども、その辺

をちょっと確認だけさせてください。 

○事務局（都市計画課長） 建築基準法というところでは難しいというか、特にない

規定だと思うんですけれども、景観法の中に、まず、勧告・変

更という命令ができますので、そういう中で対応する内容だと

考えてございます。 

○委員       法的な拘束力は、やはり条例に照らし合わすことは余りないん

ですか。そこだけ１点だけ確認したいんですけれども。 

○事務局（都市計画課長） 私どもは景観条例を設けておりますが、この景観条例と

いうのは景観法に基づく条例でございます。ですので、上位が

法律ということになりますので、やはり一定の縛りという中で

厳しい対応はできると思っておりますが、そういうことになら

ないように行政指導に努力してまいりますので、よろしくお願

いいたします。 

○委員       期待しています。 

○委員       今の質問ともちょっと関連するんですけれども、この基準の中

には、色とか形態なんかはかなり協力が得られると思うんです

けど、建物の配置、規模、高さを配慮するという基準があるん

です。これは極めて曖昧で、江東区内でマンション紛争なんか

があるときには、その高さだとか日影だとかでかなり住民との

間では問題になる部分があって、配慮するというのは、誰がど

ういうふうに判断して、今のこれはだめだとかいいとかという、

その基準をどこに置いて、誰が判断するのか。区民団体という

話もあったのですが、区民団体はどういうふうにそういうとこ
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ろに関与して、行政がどういうふうに、どこに判断の基準と権

限があるのかというところを、もうちょっと詳しく教えていた

だきたいというのが１点。 

 私は基本的には、景観ということをキーワードに、やはり住

民が一緒になってまちづくりを進めていくという形がとれると

いうのは、形としてはすごくいいと思うんですけど、建築業者

なんかが入ってきてマンションなどをつくる場合には、なかな

か一致してまちづくりを進めていこうというふうにはいかない

場合もあると思うんです。その辺に行政がやはりかかわってい

く必要があると思うんですけど、そういう意味では、これは追

加ということで、萬年橋近辺で既に指定された地域での実践が

あると思うので、その辺で、区としてこれまで進めてくる中で

の実績の評価とか、あと課題という点で持っていることがあっ

たら、お話しいただきたい。 

○事務局（都市計画課長） まず、高さだと思うんです。それで、配慮ということに

なるのですけれども、一つは建築基準法という法がございます。

これは建築基準法の範囲内であれば、やはり建ってしまう。こ

れはそういう基準でございますので、やむを得ない部分もござ

います。ただ、今も建築紛争等があるわけですけれども、これ

は私ども、別の建築紛争等の条例がございますので、地域の皆

様と事業者、行政がそういった中で対応させていただく、この

形は変わらないかと思っております。 

 高さについては、今申し上げた中での対応になろうかと思い

ますけれども、現在でも延床１万平米を超える建物については、

都市景観専門委員会の中で、形態、意匠等、特にまちづくりの

一環で緑を付置するとか、よりよい景観づくりに向けた専門委

員会の中でのご指摘があって、その指摘に基づいて、各事業者

に対応していただいているという現状がございます。 

 これは萬年橋のほうになりますと、今申し上げました、延べ

床が１万平米以上というのは江東区全体に係るお話なんですけ

れども、戸建てについても、萬年橋のほうでは全て区のほうに

届け出をいただく。基準に従った形で計画をおつくりいただい

て、その計画を区にご提出いただくと。そういう中で行政指導
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をさせていただいてございます。今度、２地区が追加になるわ

けですけれども、同じ対応になりますし、例えば、深川萬年橋

のほうで、そういった基準、行政の指導に従わなかったという

ような事例は、今のところ、１件もございません。同じような

対応をさせていただきたいと考えてございます。 

 以上でございます。 

○会長       よろしいでしょうか。ありがとうございます。 

 ほかにご質問、ご意見は。 

○委員       しつこいようですが、大島住民からもう一言言わせていただき

たいと思います。 

 景観とか文化財の利用というのは非常に重要な意味を持つと

思います。それには２点あると考えられます。 

 一つには、自分の住む地域というのが取り上げられていると

いう感覚を持つことで、いわゆるコミュニティ論ですと、地域

住民が自分の地域に誇り・愛着を持つことによって、例えば、

行政ですとかの協力体制というのが深くなると考えられます。 

 もう一点は、観光としての資源という意味合いが考えられる

と思います。例えば、今、お話をいただいた、亀戸と門前仲町

の間には、私も居住しております、大島ですとか、それから、

砂町ですとか、魅力あるコンテンツを持つ地域も存在いたしま

す。それを重点地域ではないというのは理解いたしましたけれ

ども、重要結節点として考えるという考え方もぜひ持っていた

だきたいと思っています。 

 これを重要な結節点と考えることで、観光客はこことここの

間にいくときに、もう一つ、ここにも寄りたいと考えるんじゃ

ないかと思っています。ということで、江東区内での、区外か

ら来た、もしくは都外から来た方への滞留時間というのがふえ

ると考えられます。一元的には非常にミニマムな経済効果なの

かもしれませんけれども、長期的なスタンスで考えたときに、

これは決して見逃せないものではないかと私は思っております。 

 魅力のあるコンテンツの紹介ですとか、まず、そういうとこ

ろからでも結構ですし、例えば、個人的なことを申せば、大島

とか砂町の人間が、ああ、ここに住んでいてよかったなと、亀
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戸、深川もすてきだけれども、それにも負けないなと思えるよ

うな、そんな活動もあわせて行っていただけたら大変ありがた

いなと思います。 

 意見でございました。 

○会長       ありがとうございました。 

 何か事務局はありますか。 

○事務局（都市計画課長） 先ほどの○○委員のお話とも同じだと思うんですけれど

も、川の駅も、私、同様だと思っております。重要な江東区の

一つの資源ということで考えてございます。 

 この辺のＰＲについては、今、まさにおっしゃいましたとお

り、観光行政という中でアピールしていく内容だと思っており

ますけれども、私ども、この景観の重点地区の計画をつくる際

に、横断的に、都市計画だけではなく、都市整備部、それから、

土木部、それから、経済、文化、こういったところが全て一堂

に会しまして、この計画づくりをしてございます。ですので、

今、委員のほうからお話があったことについても、各所管、そ

れぞれ十分に認識してございますので、その点も踏まえて、今

後の景観行政に努めさせていただきたいと考えておりますので、

よろしくお願いいたします。 

○委員       亀戸に住む者として、今回の重点地区指定というお言葉は大変

ありがたく、うれしく思っております。 

 江東区の場合、江東区は独立しているというか、周りは墨田

区ですとか江戸川区とか、川を通じて隣接しているわけですけ

れども、特に横十間川は、江東区側がこの共通基準に基づいて

一生懸命やっても、墨田区側がどういうふうになっているのか。

その辺は情報として、特に墨田区の横十間川というのは道路が

なくて、住宅が隣接しているんです。その辺がどうなっている

のか、ちょっと教えていただければと思うのですが。 

○事務局（都市計画課長） ご質問にお答えしますが、これは東京都が整備するとい

う河川でございますので、ちょっと詳しいことは都のほうに確

認させていただくことになろうかと思いますけれども、ただ、

江東区がこういう形で整備していけば、やはり地域バランスと

いうのもございましょうから、墨田区のほうもそれなりの整備
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が進んでいくのではないかと、こんなふうに考えてございます。 

 以上でございます。 

○委員       墨田区に対するそういうＰＲといいますか、江東区がこういう

ことをしているというのは、墨田区はもちろんご存知なんです

よね。 

○事務局（都市計画課長） まず、この計画を示す上で、墨田区にもお話しさせてい

ただいてございます。ですので、江東区の計画というのは墨田

区のほうにも伝わってございますし、舟運という中での別の協

議も持ってございますので、墨田区のほうも相当意識はされて

いると、こんなふうに考えてございます。 

 以上でございます。 

○委員       では、今後も墨田区のほうに働きかけをしつこくしていただけ

ればと思います。 

 それから、亀戸天神側から香取神社の鳥居とスカイツリーが

直線上に美しく見えるよう、その景観を壊すようなことはやめ

ようみたいな話がここに出ているんですけれども、そこに立ち

ますと、歩道橋が建っていまして、景観を著しく、もちろん、

その存在の理由というのがあると思うんですけれども、今現在、

どうなっているのか、それがちょっと気になったんですけれど

も。そういう歩道橋は、学校の生徒さんがそこを使っていると

かということであるのかどうか。その辺は調査というか、今ま

で議論になってないのでしょうか。その辺を教えていただけれ

ばと思うのですが。 

○事務局（都市計画課長） この景観なんですけれども、まず、現状はどういう形の

景観になっているか、では、それをよりよくするためにはどう

すればいいのかということになりますので、そういうお話があ

れば、歩道橋の一応の役割というのが、私どもはまだ、どうい

う形で、今おっしゃられるような子供の通学路に使われている

のか等々は調査しておりませんけれども、その辺も踏まえて、

景観上のあり方というのは、改修の際に都と協議していく内容

になろうかと思います。 

 以上でございます。 

○会長       よろしいでしょうか。 
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 ほかにご意見ございますか。 

○委員       私は亀戸におりまして、香取さん、天祖さん、天神さん、あと

龍眼寺さん、皆さん、中の庭園は立派に整備されていまして、

それを回る道路とか、そういったところについては無電柱化さ

れていたりして、ただ、なかなか楽しんで渡るにはまだまだ整

備がいるかなという。そういう石畳とか、いろいろなもので景

観をさらに楽しむようにやって、そうすると、もっともっと魅

力あるまちづくりになるかと思います。 

 また、横十間川沿いは今整備されていて、だんだん三丁目に

もマンションができてきています。だから、天神様もそうなん

ですけれども、園内からスカイツリーは今見えるような状況な

んですけど、できるだけ、そういったものが阻害されないよう

な整備がされたらいいなと思っております。 

 希望でございます。 

○会長       ありがとうございました。 

 ○○委員、どうぞ。 

○委員       実は私は門前仲町地域のワークショップに出た一人でございま

す。約１年半かかりまして、十七、八人、委員がいたと思いま

すけど、いろいろとお話しさせていただきました。ここに写真

を撮ってありますけれども、この写真も各自が提供したもので

あり、かつ、また、その地域をみんなで回ったときにカメラを

持参しまして撮ったものだと思いますので、これもまたいろい

ろな意味で、これだけがいいというわけではないわけですけれ

ども、これも出ていると思います。 

 先ほど、地域・地区・エリアという話がありまして、深川門

前仲町地域だけでも、そのエリアに入らない門前仲町地域の方

もいるんです。それで、何でうちのほうは入らないのという話

もありました。しかし、それは先ほどの課長さんの話にもあり

ましたとおり、今回はこういう形で進めているのだから、我慢

してくださいというのもおかしな言い方ですけれども、それは

やむを得なかったのかなと、そんなふうに思っております。 

 我々もいろいろな意見は出しました。先ほど、議員の先生方

からも意見が出ましたし、皆さんからも意見が出ましたけれど
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も、ほとんどと言っていいくらい、いい意見を出しております

けれども、即我々だけで解決できるものもあるかもわかりませ

んけれども、ないものも多いわけです。それはやはり区のほう

にお世話になったり、また、先生方にお世話になったりするこ

とも多分にあると思いますので、今後ともいろいろとご指導い

ただければありがたいと思っております。 

 ４月１日から景観形成区民団体というのが発足いたしますの

で、そこでまた皆さんと話し合っていこうということになって

おりますので、もっともっといい案が出ていくのではないかと、

そういうふうに思っておりますので、私自身、住んでよかった

というところにしたいというふうに思っておりますので、今後

ともよろしくお願いしたいと思います。 

○会長       意見ということで承りました。ありがとうございます。 

 ほかにございますでしょうか。 

○委員       私としましても、二つの地区を追加するということで、非常に

いいことだと思いますし、また、今のご意見にもございました

とおり、今後、景観形成区民団体というものができてくるとい

うことなので、ぜひ、いわゆる協働というか、みんなでまちづ

くりをするということをぜひ進めていただきたいというふうに

思っているのですが、今後についてだけ、ちょっと１点だけ確

認をしておきたいのですけれども。 

 この景観計画の改定案を見ますと、「今後については、地域

内の機運の高まりに応じて、必要な地区を景観重点地区として

指定することを検討する」というような文言になっておりまし

て、別に揚げ足をとるつもりはもちろんないのですけれども、

二つの地区を重点にしたということで、一区切りという感じが

すごく、ニュアンスとして受けとったんです。 

 先ほど来、ほかの地区もというような話もございましたし、

今後、こういう取り組みというのは非常に大事なことなので、

積極的に取り組んでいただきたいというふうに思うんですけれ

ども、その機運の高まりももちろん非常に大事だと思いますが、

一方で、やはり行政としてしっかりとしたビジョンを持つとい

うことは大事かというふうに思っておりまして、お仕着せでな
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いというのはそのとおりでございますけれども、一方で、明確

なビジョンをお持ちになられて進めていくということも必要か

というふうに思いますので、その点についてだけ、お考えをお

聞かせいただければというふうに思います。 

 以上です。 

○事務局（都市計画課長） 委員のほうから行政のお仕着せでないまちづくりという

ことでしたが、実は私どもの根底にもございまして、今回指定

する深川門前仲町地区、亀戸地区についても、発想としては行

政のほうからだったものですから、今後はやはりその地域の、

こういった重点地区を起点とした、まちづくりの状況を見た上

で、各地域の皆様も、よし、やろうということであれば、行政

のほうも関与していくというようなことで書かせていただいて

ございます。 

 とりあえず、今後は景観に対する啓発事業、それから、重点

地区を起点とした景観づくりに行政のほうとしては努めてまい

りたいと考えてございまして、ビジョンということでございま

すけれども、今お示ししてある、この江東区の景観計画、これ

に基づいて、繰り返しになりますけれども、区民の皆さん、事

業者、区、三者協働のもとに、現在の景観重点地区を起点に、

区全体がよりよい景観形成が図れるように努力してまいりたい

と、こんなふうに考えてございます。 

 以上でございます。 

○会長       ありがとうございます。 

 ほかにご意見は。 

（「なし」の声あり） 

○会長       よろしいですか。 

 では、私も簡単にちょっと、要望というわけではないんです

けれども、意見として。 

 いろいろとご意見をいただきましたけれども、景観というこ

とを考えるときに、どうしても我々は写真を見て、色がこうだ

とか、止まった景観を考えてしまいますけれども、実はごみが

落ちていたり、自転車が放置されていたり、トラックがとまっ

ていたりと、こうなるとなかなか歩きづらいということもござ
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います。 

 ですから、恐らく景観というのは、こういうことをやりなが

ら、かつ、いろいろな区の行政の中、また、いろいろな区民の

方たち、景観の団体の方たちも含めて、いろいろな方たちとの

連携というのが非常に大事だろうと思っておりますの、ぜひそ

の辺を、区の皆様方、事務の皆様方によろしくお願いしたいと

いうのがお願いでございます。 

 さて、ほかにご意見はございますでしょうか。 

（「なし」の声あり） 

○会長       よろしいでしょうか。大体出尽くしたでしょうか。ありがとう

ございます。 

 それでは、きょうの議題、これは報告事項でございます。と

いうことで、採決はございませんけれども、本報告については

了承ということにしたいと思いますが、いかがでございましょ

うか。 

（「了承」の声あり） 

○会長       ありがとうございます。それでは了承ということにいたしたい

と思います。 

 それでは、これをもちまして第１２８回江東区都市計画審議会

を終了させていただきます。 

 ご協力ありがとうございました。 

            （午前10時55分閉会） 

 

 

 

 


